
国立大学法人東京農工大学職員給与規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学職員給与規程を次のとおり改正する。 

現行 改正案 備考 

  

 
第 4章 諸手当 第 4章 諸手当 

(管理職手当) 

第 23条 (略) 

(管理職手当) 

第 23条 (略) 

2 前項に規定する職員の管理職手当の月額は、当該職員に適用される俸

給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び適用区分に応じ、表(1)

及び表(2)の手当額欄に定める額とする。 

2 前項に規定する職員の管理職手当の月額は、当該職員に適用される俸

給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び適用区分に応じ、表(1)

及び表(2)の手当額欄に定める額とする。 
 

   

表(2)教育職俸給表 

 

表(2)教育職俸給表  

職務の区分 適用区分 手当額 

5級 I種 133,600円 

II種 106,900円 

III種 93,500円 

IV種 80,200円 

V種 66,800円 

4級 V種 57,300円 
 

職務の区分 適用区分 手当額 

5級 Ⅰ種 133,600円 

Ⅱ種 106,900円 

Ⅲ種 93,500円 

Ⅳ種 80,200円 

Ⅴ種 66,800円 

Ⅵ種 53,400円 

4級 V種 57,300円 

Ⅵ種 45,900円 
 

 

3・4 (略) 

 

 

3・4 (略) 

 

附 則（24経規程第 19号） 

この規程は、平成 24年 4月 1日から施行する。 


